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令和５年第６回 三種町選挙管理委員会会議録

１ 開催日時 令和５年９月１日（金）午前８時５５分

２ 開催場所 三種町農政庁舎 会議室

３ 出席委員 嶋田 仁、田村 明、加賀谷 得子、飯塚 巧作

４ 欠 席 者 なし

５ 事 務 局 書記長 工藤 一嗣

書 記 石井 忍、宮田 孝志郎、三浦 徹斗

６ 付議された案件は、次のとおりである。

報告第１７号 専決処分した事項の報告について（選挙立会人の選任）

議案第４５号 選挙人名簿に登録することについて

議案第４６号 選挙人名簿から抹消することについて

報告第１８号 登録の移替えをした者について

報告第１９号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第２０号 選挙権を有する者の３分の１の数について

協議第 ５号 三種町議会議員政治倫理条例等の改正に伴う協議について

午前８時５５分

工藤書記長 それでは令和５年第６回三種町選挙管理委員会を開会いたしま

す。開会に当たりまして嶋田委員長からご挨拶をいただきまして、

その後の進行の方もよろしくお願いします。

嶋田委員長 おはようございます。相変わらず暑い日が続いております。天

気予報では明日は雨のようですが、水不足が深刻ですので多めに

降ってほしい所です。さて下岩川財産区議会議員選挙については

無投票が決まっております。本日は、９月定時登録と、協議案件

もあるようですので、よろしくお願いします。

案件に入る前に議事録署名委員の指名ということで、飯塚委員

と田村委員にお願いいたします。

それでは、報告第１７号「専決処分した事項の報告について（選

挙立会人の選任）」から、説明をお願いします。
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宮田書記 はい。報告第１７号ですが、三種町下岩川財産区議会議員一般

選挙の選挙立会人を専決処分で選任したことについて、報告する

ものです。

議案に記載のとおり、候補者から３名の届出がありましたので

選任しております。報告は以上です。

嶋田委員長 ３名の届出があったということです。よろしいでしょうか。

（「はい。」の声有り。）

報告第１７号は以上とします。次に、議案第４５号「選挙人名

簿に登録することについて」、説明をお願いします。

宮田書記 はい。議案第４５号ですが、９月定時登録における選挙人名簿

への新規登録についてお諮りするものでございます。

前回の６月定時登録の後、１８歳に達した者及び転入から３箇

月を経過した１８歳以上の者を新たに名簿に登録するものであり、

具体的な人数等は１と２に記載しています。

１の新有権者登録は、平成１７年６月３日から平成１７年９月

２日までに生まれた方が対象で、人数は、男１５人、女１４人、

計２９人です。

２の転入登録は、令和５年３月２日から令和５年６月１日まで

に転入し、継続して居住している方が対象で、人数は、男２９人、

女２７人、計５６人です。

よって、９月定時登録における登録者総数は、男４４人、女４

１人、合計８５人となります。

なお、８月２８日に開催した第５回選挙管理委員会において選

挙時登録した下岩川の方は今回含まれておりません。

対象者については、別冊の名簿をご覧ください。新有権者登録

は１頁に、転入登録については２～３頁に記載しております。

説明は以上です。

嶋田委員長 はい。それでは名簿を確認の上、ご意見、ご質問等ございまし

たら、お願いします。確認が終わりましたら、終わった旨教えて

ください。それではお願いします。

（各委員、暫時資料を確認）
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（「特にありません。」の声有り。）

それでは名簿のとおり登録ということで、議案第４５号は原案

どおり決定します。

次に、議案第４６号「選挙人名簿から抹消することについて」、

説明をお願いします。

宮田書記 はい。議案第４６号は、９月定時登録における選挙人名簿から

の抹消についてお諮りするものでございます。

前回の６月定時抹消の後に亡くなった方及び転出から４箇月を

経過した方を名簿から抹消するものであり、人数等は１と２に記

載しております。

１の死亡抹消者は、死亡の届出が令和５年６月１日から令和５

年８月３１日までの方が対象で、人数は、男３３人、女４９人、

計８２人です。

２の転出抹消者は、令和５年２月１日から令和５年４月３０日

までに町から転出した方が対象で、人数は、男５３人、女５９人、

計１１２人です。

よって、９月定時登録における抹消者総数は、男８６人、女１

０８人、合計１９４人となります。

また、先ほどと同様に抹消の方も選挙時登録済みの下岩川の方

は含まれておりません。

対象者については、死亡抹消は別冊名簿の４～６頁、転出抹消

は７～９頁に記載しております。

説明は以上です。

嶋田委員長 それでは、名簿を確認いただきながら、ご意見等ございました

らお願いします。

（各委員、暫時資料を確認）

飯塚委員 下岩川の方で、前回選挙時登録の基準日８月２８日に亡くなっ

ている方がいるようですが。

宮田書記 はい、こちらの方は死亡日は２８日ですが、届出がそれ以降で

したので、今回の定時登録で抹消となります。選挙時登録と重複
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はしておりません。

（他は「特にありません。」の声有り。）

嶋田委員長 はい。他にご意見等無いようですので、議案第４６号を原案ど

おり決定し、名簿のとおり抹消することといたします。

（「はい。」の声有り。）

続きまして、報告第１８号「登録の移替えをした者について」、

説明をお願いします。

宮田書記 はい。報告第１８号ですが、町内転居による投票区の移替えを

行った者について、報告するものでございます。

前回の定時登録で５月３１日までの町内転居に係る移替えを報

告しております。また下岩川財産区選挙の関係で８月８日から９

月３日まで移替えを延期しておりますので、今回の報告の対象は、

６月１日から８月７日までに町内転居された方です。人数は、男

１２人、女１４人、計２６人です。

対象者については、別冊名簿の１０～１１頁に掲載しておりま

す。

一点補足説明いたします。今回の抹消名簿と移し替え名簿の両

方に掲載されている方がおりますが、いずれも転居された後に死

亡された方になります。該当する方は移し替え名簿の№４の方と

№１６の方の計２人となります。

報告は以上です。

嶋田委員長 はい。それでは、名簿をご確認いただきまして、ご意見、ご質

問等ございましたらご発言願います。

（各委員、暫時資料を確認）

嶋田委員長 移し替え名簿№１５の方も亡くなっていますよね？

宮田書記 はい、こちらの方は前回選挙時登録の際に死亡抹消しています

が、前回は下岩川地域内のみでの移し替えしか議案提出していま

せんでしたので、今回の移し替えに掲載しております。順番とし

ては、町内転居された後に亡くなっております。
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（「ありません。」の声有り。）

はい。他には無いようですので、報告第１８号は以上といたし

ます。

続きまして、報告第１９号と報告第２０号は、関連性がありま

すので、一括して説明をお願いします。

宮田書記 はい。報告第１９号は有権者の５０分の１の数を、報告第２０

号は有権者の３分の１の数をご報告するものです。５０分の１の

数は、地方自治法に基づく条例の改廃請求や監査請求に必要な署

名数、３分の１の数は、議会の解散請求、町長の解職請求等に必

要な署名数となっております。

議案５頁の名簿登録者数増減表をご覧ください。前回の登録者

に新規登録８５人を加え、抹消１９４人を引いた１３，３７０人

が、今回の定時登録の名簿登録者数となります。したがって、こ

れを５０で除した数は、６頁に記載のとおり２６８となり、３で

除した数は、７頁に記載のとおり４，４５７となります。

報告は以上です。

嶋田委員長 はい。報告第１９号、第２０号について、よろしいでしょうか。

（「はい。」の声有り。）

そうすれば、報告第１９号、第２０号については、以上といた

します。

定時登録関係は以上ということで、続きまして、協議案件に入

ります。協議第５号「三種町議会議員政治倫理条例等の改正に伴

う協議について」、事務局より説明をお願いします。

宮田書記 協議第５号について説明いたします。三種町議会より、三種町

議会議員政治倫理条例等の改正に伴う協議についての要請がきて

おります。

要請内容としましては、別紙資料の１にありますとおり、町の

議員が政治倫理規定に違反する疑いがあるとき、議員に対する町

民からの審査請求があった場合に、選挙権の有無の確認を選挙管

理委員会に求めるというものであります。
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該当する条文の箇所ですが、条例案第９条の（１）に町民が審

査請求をする場合は公職選挙法に規定する選挙権を有する者１０

０人以上の連署となっています。これが町民が審査請求するとき

の要件となります。

この請求があった際、要件を満たしているか議長が請求の形式

を審査するとなっております。さらに少し飛んで今度は施行規定

（案）の方をご覧ください。これの第８条第２項を見ますと、条

例第９条第２項の規定による審査、つまり議長による形式審査の

ことですが、同条第１項第１号に規定する者、これは先ほどご説

明した町民からの請求のことですが、町民からの請求にあっては、

選挙管理委員会に対し、審査請求を行った者が三種町における選

挙権を有する者であることの確認を求めるものとするとあります。

以上の内容につきまして、議会から要請されておりますので、

皆さまの協議をお願いいたします。

嶋田委員長 只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお

願い致します。

嶋田委員長 議会に関するこういった請求というのは今回初めてでしょう

か？例えばリコール等の署名の確認とかは元々決まっている事だ

と思いますが。

石井書記 地方自治法で定められている請求とかに関してはもちろんやら

なければいけないですけど、これは町独自のルールとして条例で

定めようとしているもので、法律で定められているものではない

ので、選管に審査をお願いしたいという要望になっています。

嶋田委員長 特に断る理由は無いと思う。請求があったら協力してあげて良

いのでは。

（「はい。」「異議無し。」の声あり。）

では協議第５号については、要望事項のとおり対応しますとい

うことで、事務局は文書で回答をお願いします。
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最後に、「４その他」ですが、先に事務局の方から何かあります

か。

宮田書記 はい。それでは、下岩川財産区議会議員選挙についてご報告い

たします。

２９日告示、立候補届出を受付した結果定数６に対し立候補者

６名と同数だったため、無投票が決定しております。立候補者に

ついては選挙長告示の写しを配布しているのでご確認ください。

日曜日に選挙会を開催しますので、委員長にご出席いただき、

この６名に当選証書を交付いただきたいと思います。

嶋田委員長 委員の皆さんから、何かございませんか。

（「ありません。」の声あり。）

特に無いようですので、これで第６回三種町選挙管理委員会を

閉会します。本日はお疲れさまでした。

午前９時４９分閉会

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。

委 員 長

署名委員

署名委員


